
​地方税賦課徴収事務に関する特定個人情報保護評価書について​

​寄せられたご意見と本市の考え方​

​１　意見の募集期間​

​　　令和７年11月12日（水）から令和７年12月11日（木）​

​２　公表場所​

​⑴　市役所等での配布​

​ア　財政局税政部税制課（本庁舎２階）​

​イ　市政刊行物コーナー（本庁舎２階）​

​ウ　各区役所総務企画課（広聴係）​

​エ　各市税事務所​

​⑵　札幌市公式ホームページによる公開​

​https://www.city.sapporo.jp/citytax/mynumber2/pia2.html​

​３　意見の受付方法​

​郵送、持参、ファクス、電子メール​

​４　意見数等​

​⑴　提出者数​

​　　  １団体​

​⑵　意見の受付方法別内訳​

​提出方法​ ​郵送​ ​持参​ ​ＦＡＸ​ ​電子メール​ ​合計​

​提出者数​ ​１名​ ​０名​ ​０名​ ​０名​ ​１名​

​⑶　意見総数​

​　　  10件​

​　​

​５　ご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方​

​　　別添のとおり​

​市政等資料番号​
​01-C02-26-548​

https://www.city.sapporo.jp/citytax/mynumber2/pia2.html


ご意見の概要とそれに対する札幌市の考え方

地方税の賦課徴収事務に関する特定個人情報保護評価に対するご意見

No. 寄せられたご意見 札幌市の考え方

（令和７年11月12日～12月11日実施）

1

2

3

4

5

6

【総論】
　（他自治体で）アクセス権のある職員による個人情
報不正閲覧事件（扶養家族で税控除目的）があった
が、このような不正アクセスを防ぐために札幌市では
どのような対策を講じているのか。

　利用するシステムにおいて、システムの操作履歴を
記録・抽出する機能を備えるとともに、職員には各種
研修（個人情報の取扱い、特定個人情報保護、情報セ
キュリティ対策、コンプライアンスなど）を通じ、シ
ステム操作履歴を記録していることや個人情報等の不
正利用に伴う具体的な罰則を周知するなどし、不正操
作の未然防止を図る対策を講じております。

　札幌市で個人番号カード（いわゆるマイナンバー
カード）の写真取り違え事件が発生した。報道による
と今後は複数人で確認するとあったが、１２月２日健
康保険証廃止で、マイナ保険証か「資格確認書」で医
療機関を受診することにした政府の（強引な）政策に
より、マイナ保険証（電子証明）の更新、大量に交付
したカード更新時期とも重なり、窓口の事務負担増と
なった結果ではないのかと推察する。

　本評価書案の内容に関するご意見ではないため、回
答を控えさせていただきますが、このような意見が
あったということは担当課へお伝えいたします。

　厚労省は「混乱」を避けるためとして、登録済みの
マイナ保険証をもつ後期高齢者には「資格確認書」を
自動交付し（いわゆる2枚持ち）、期限切れ保険証を
２０２６年３月３１日まで有効にするなどの「特別措
置」を広く周知することなく、さらに国民を混乱に陥
れている。

　本評価書案の内容に関するご意見ではないため、回
答を控えさせていただきますが、このような意見が
あったということは担当課へお伝えいたします。

　個人番号カードは申請取得任意だ。しかし総務省は
交付枚数が1億枚突破と発表して疑問を持つ国民に不
安を与えており、個人番号カード返還や登録解除数は
広く公表していない。

　ご指摘のとおり、マイナンバーカードは本人の申請
に基づき交付されるものであり、申請・取得するかど
うかは任意となっております。
　総務省では、マイナンバーカードの交付枚数から死
亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数
を除いた「保有枚数」を毎月公表しております。

　マイナンバーシステムについて政府はこれまで分散
管理だから国に情報の一元管理ではない、と説明して
いたが既に、市民が行政に預けている膨大な個人情報
は次々と紐づけられさらに「ガバメントクラウド化」
というデジタル政策（主に米国企業による）クラウド
化で自治体のセキュリティ・リスク管理からあたかも
開放される(リスク管理は「十分」と変更）かのよう
なだが、契約は国・デジタル庁であって、国が一元管
理することの証左となるのではないか。（今後、個人
情報保護法を改悪して、AIデータ蓄積利用のために
「同意なく」個人情報を利活用できるようになるとの
ことだがもってのほかと言わざるを得ない）

　ガバメントクラウドは、クラウドサービスに高度な
セキュリティ対策を施していることを評価・登録する
「政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度」、通称「ＩＳＭＡＰ（イスマップ）」に登録され
たCSPにより提供されるものです。さらには「自治体
の合意を得ない限り、一切の情報資産を国外へ持ち出
ししないこと」や「取り扱う情報に厳格なアクセス制
御を行うこと」など、国が定める高いセキュリティが
確保されています。
　なお、セキュリティについてはCSPが担うだけでな
く、国（デジタル庁）は運用管理権限や監査ログの収
集などの管理領域を担い、標準準拠システムが運用さ
れるクラウド環境については、各自治体とその運用管
理補助者としてASPが担います。
　標準準拠システムが設置されるクラウド内の領域
は、原則各自治体とその運用管理補助者が管理するこ
ととなっており、国が当該領域にて設定作業等を行え
るのは、ガバメントクラウド利用権の初期設定やシス
テムログ・監査ログ等の取得といった限定的な処理の
場合に限られています。

【クラウド化について】
　クラウド企業の運営維持管理経費は自治体負担（税
金＝市民の負担）となり、想定（予算）の５倍となる
との報道もあるが、どのような状況なのか。情報は公
開され、市民の理解は得られるのか。

　運営維持管理経費についても、常に把握・最適化に
努めながら、適切な管理を講じた上で、他の経費と同
様の手続きを経て、本市予算・決算に計上してまいり
ます。
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　札幌市は、ガバメントクラウドにするための「自治
体システムの標準化」は終了したのか？

標準準拠システムへの移行が求められている20業務の
うち、令和７年度中に特定児童扶養手当、選挙、戸籍
の３業務に係るシステムを標準準拠システムへ移行す
る予定となっており、令和９年度までに税システムを
含む、残るシステムについても標準準拠システムへ移
行する予定となっております。

　国・デジタル庁が契約したクラウド化による情報漏
洩はどこが責任（賠償を伴う）を担うのか？

　ガバメントクラウドはISMAPに登録されたCSPにより
提供されるクラウドサービスであり、不正アクセスな
どに対する高度なセキュリティ対策が施されておりま
す。また、本市においてはガバメントクラウドの利用
にあたり、個人番号を扱うシステムのみを取り扱う
ネットワークに、専用回線で接続することで、安全性
を確保しています。
　万が一、個人情報の漏洩があった場合の責任とその
損害賠償につきましては、事案の内容により個別に判
断することとなります。CSPやデジタル庁に帰責性が
ある場合は、CSPやデジタル庁が損害賠償責任を負う
ものとされています。

　大企業HDに対する身代金要求型不正アクセスサイ
バー攻撃事件が横行しているが、クラウド化した市民
の膨大な個人情報がサイバー攻撃・不正アクセスされ
た場合は、いったい誰が責任を取るのか。

　上述の個人情報の漏洩時の対応と同様に、サイバー
攻撃・不正アクセスを受けた際の責任とその損害賠償
につきましては、事案の内容により個別に判断するこ
ととなります。CSPやデジタル庁に帰責性がある場合
は、CSPやデジタル庁が損害賠償責任を負うものとさ
れています。

　国・デジタル庁主体のクラウド化は、AWSなどアメ
リカのIT企業で機微情報が管理され、情報主権を護れ
ないばかりか地方自治権の放棄ではないか。　

　情報主権については、本事業で利用するガバメント
クラウドにおいては、デジタル庁とクラウド事業者と
の契約により、準拠法を日本法、裁判所管轄を東京地
方裁判所と定めています。また、政府機関等からの開
示請求に対する主権免除に係る対応もクラウド事業者
の要件として定められているほか、データの保存場所
を国内に限定し、技術的なアクセス制御を講じること
で、日本政府の主権及び地方公共団体の管理権限が及
ぶ体制を確保しています。


